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平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

第

四

千

三

十

八

号

増

刊

①

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
九
百
八
号

－

第
九
百
十
四
号
）

○
騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正

�

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
の
一
部

　

改
正�

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号

　

に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正�

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正

�
（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
の
一
部

　

改
正�

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
の
一

　

部
改
正�

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

（
港　

湾　

課
）
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
政
治
団
体
の
解
散
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
五

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
五

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
五

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
六

○
公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部

　

改
正�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
六

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

�

（
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
）
…
…
…
…
…
七

　
　
　
　

正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
福
岡
県
規

　

則
第
三
十
九
号
）
中
正
誤�

…
…
…
…
…
七

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
八
号

　

騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

指
定
地
域
に
係
る
図
面
の
う
ち
、
那
珂
川
町
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　

（
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

。
）

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
九
号

　

騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
那
珂
川
町
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　

（
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

。
）

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
十
号

　

特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示
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福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
那
珂
川
町
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　

（
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

。
）

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
十
四
号

　

県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

苅
田
港
⑷
臨
港
交
通
施
設
の
表
道
路
の
部
新
松
山
１
号
線
の
項
中

　

を　
　

　

に　
　

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
那
珂
川
町
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　

（
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

。
）

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
十
一
号

　

振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

指
定
地
域
に
係
る
図
面
の
う
ち
、
那
珂
川
町
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　

（
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

。
）

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
十
二
号

　

振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
那
珂
川
町
に
係
る
部
分
を
削
る
。

　

（
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

。
）

　

福
岡
県
告
示
第
九
百
十
三
号

　

振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月

福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

新
松
山
１
号
線

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
13番
２
号
地
先

県
道
新
北
九
州
空
港
線
と
の
交
差
点

7.75
380

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
13番
３
号
地
先

新
松
山
１
号
線

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
13番
２
地
先

県
道
新
北
九
州
空
港
線
と
の
交
差
点

7.75
914

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
13番
５
地
先

新
松
山
２
号
線

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
９
番
１

松
山
８
号
線
と
の
交
差
点

7.75
469.5

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
13番
５
地
先

選
挙
管
理
委
員
会
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
以
上
の
市
町　
　

�　
　
　
　
　

�　

政
治
団
体
の
名
称　
　

代
表
者　
　

�

会
計
責
任�　
　
　

主
た
る
事
務　
　
　

村
等
の
区
域
を　
　

�

届
出
年
月
日�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名　
　

�
者
の
氏
名�　
　
　

所
の
所
在
地　
　
　

単
位
と
し
て
設　
　

�　
　
　
　
　

�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
ら
れ
る
支
部　
　

�　
　
　
　
　

�　

自
由
民
主
党
福
岡　

堤
田　
　

寛　

渡
部　

博
充　

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区　
　
　

○　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
一
五

県
福
岡
市
中
央
区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舞
鶴
二
―
八
―
一
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称　
　
　

代
表
者　
　

�

会
計
責
任�　
　
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　
　
　

�

届
出
年
月
日�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名　
　

�

者
の
氏
名�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

上
田
重
光
後
援
会　
　
　

村
上　

功
司　

森
下
み
よ
子　

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
上
原
一
一　

三
〇
、　

六
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
ぬ
ま
武
夫
後
援
会　
　

宇
根　

秀
美　

宮
嶋
つ
や
子　

福
岡
県
飯
塚
市
片
島
一
―
四
―
六
二　

三
〇
、　

六
、
二
〇

お
じ
ま
武
弘
後
援
会　
　

花
田　
　

勲　

御
厨　
　

浩　

福
岡
県
福
津
市
勝
浦
一
〇
二
五　
　
　

三
〇
、　

六
、
一
九

か
が
や
き
の
党　
　
　
　

石
橋　

一
海　

石
橋　

一
海　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
奈
良
屋
町
五　

三
〇
、　

六
、
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
〇　

博
多
織
会
館
五
階　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
く
す
い
俊
賢
後
援
会　

菊
水　

俊
賢　

村
上　

富
美　

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
東
区
諏
訪
一　

三
〇
、　

六
、
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
三
―
一
二
―
五
〇
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
山
け
ん
じ
後
援
会　
　

髙
山　

賢
二　

髙
山
美
惠
子　

福
岡
県
福
津
市
勝
浦
三
五
三
六　
　
　

三
〇
、　

六
、
一
四

冨
永
よ
し
ゆ
き
後
援
会　

冨
永　

芳
行　

冨
永　

綾
子　

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
乙
犬
一　

三
〇
、　

六
、
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
二
九
―
三　

ホ
ウ
シ
ュ
ウ
コ
ー
ポ　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篠
栗
九
番
館
三
〇
二
号
室　

原
口
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会　

原
口　

正
弘　

原
口　

丈
弘　

福
岡
県
田
川
郡
川
崎
町
大
字
池
尻
七　

三
〇
、　

六
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
九
―
二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
木
た
か
ひ
ろ
後
援
会　

藤
木　

高
裕　

藤
木　

真
妃　

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
尾
仲
四　

三
〇
、　

六
、
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
二
―
一　

サ
ン
ハ
イ
ム
篠
栗
五
〇　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
上
た
く
や
後
援
会　
　

村
上　

卓
哉　

城
戸　
　

章　

福
岡
県
田
川
市
大
字
弓
削
田
五
一
三　

三
〇
、　

六
、
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
山
か
ず
き
後
援
会　
　

横
山　

和
輝　

葉
山　

直
伸　

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
乙
犬
九　

三
〇
、　

六
、
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
五
―
二　

サ
ン
エ
イ
ト
Ｙ
Ｋ
三
〇　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
号
室　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
武
け
ん
じ
後
援
会　
　

吉
武　

憲
治　

吉
武　

智
子　

福
岡
県
久
留
米
市
荒
木
町
荒
木
四
八　

三
〇
、　

六
、
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
―
二
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体　
　

代
表
者　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日

　

の
名
称　
　
　

の
氏
名

国
民
民
主
党　

城
井　
　

崇　

国
会
議
員
関
係　

法
第
十
九
条
の
七
第　

国
会
議
員
関
係
政
治　

三
〇
、　

六
、　

九

福
岡
県
第
１　
　
　
　
　
　
　

政
治
団
体
の
区　

一
項
第
一
号
に
係
る　

団
体
以
外
の
政
治
団　
　
　
　
　
　
　
　
　

０
区
総
支
部　
　
　
　
　
　
　

分　
　
　
　
　
　

国
会
議
員
関
係
政
治　

体　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

団
体　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市
小　

福
岡
県
北
九
州
市
小　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

倉
北
区
東
篠
崎
一
―　

倉
北
区
黒
原
三
―
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
―
一
―
二
〇
一　
　

四
―
八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

城
井　
　

崇　
　
　
　

原
田　

博
史　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

緒
方　

文
則　
　
　
　

本
多　

秀
司　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
種
類
（　

衆
議
院
議
員　
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第
一
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
民
民
主
党　

稲
富　

修
二　

国
会
議
員
関
係　

法
第
十
九
条
の
七
第　

国
会
議
員
関
係
政
治　

三
〇
、　

六
、　

九

福
岡
県
第
２　
　
　
　
　
　
　

政
治
団
体
の
区　

一
項
第
一
号
に
係
る　

団
体
以
外
の
政
治
団　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
総
支
部　
　
　
　
　
　
　
　

分　
　
　
　
　
　

国
会
議
員
関
係
政
治　

体　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

団
体　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
福
岡
市
南
区　

福
岡
県
福
岡
市
城
南　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

野
間
四
―
一
―
三
五　

区
別
府
六
―
二
―
二　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
〇
七　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

稲
富　

修
二　
　
　
　

守
谷　

正
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

稲
富
由
紀
子　
　
　
　

田
中　

憲
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
種
類
（　

衆
議
院
議
員　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党　

宮
内　

秀
樹　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
古
賀
市
天
神　

福
岡
県
古
賀
市
天
神　

三
〇
、　

六
、　

一

福
岡
県
第
四　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

四
―
八
―
一　
　
　
　

四
―
八
―
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
区
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党　

大
浦　

純
平　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
福
岡
市
東
区　

福
岡
県
福
岡
市
南
区　

三
〇
、　

五
、
一
四

福
岡
県
保
育　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

千
早
一
―
一
八
―
二　

向
野
一
丁
目
七
―
二　
　
　
　
　
　
　
　
　

推
進
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四　

輔
仁
会
内　
　
　

三　

玉
川
保
育
園
内　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

大
浦　

純
平　
　
　
　

永
野　

繁
登　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

古
賀　

一
郎　
　
　
　

髙
木　

靖
哉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党　

工
藤　

英
昭　

会
計
責
任
者
の　

石
松　

政
雄　
　
　
　

藤
本　

倫
康　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

九

宮
若
・
鞍
手　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
連
合
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党　

田
中　

雅
美　

会
計
責
任
者
の　

関　
　

達
也　
　
　
　

平
川　

實
夫　
　
　
　

三
〇
、　

五
、
一
三

柳
川
支
部　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
）　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体　
　

代
表
者　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

　

の
名
称　
　
　

の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　

�

粕
屋
農
政
連　
　

村
山　
　

聖　

代
表
者
の
氏
名　

村
山　
　

聖　
　
　

箱
田　

徳
充　
　
　
　

三
〇
、　

五
、
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

村
山　
　

聖　
　
　

箱
田　

徳
充　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
九
州
市
医
師　

宇
野　

卓
也　

会
計
責
任
者
の　

鶴
留　

洋
輔　
　
　

林
田　

信
彦　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
二
三

連
盟
小
倉
支
部　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
九
州
市
獣
医　

西
間　

久
高　

政
治
団
体
の
名　

北
九
州
市
獣
医
師　

北
九
州
市
獣
医
師　
　

三
〇
、　

六
、　

一

師
連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

称　
　
　
　
　
　

連
盟　
　
　
　
　
　

政
治
連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
九
州
市
八
幡　

穴
井　

堅
能　

会
計
責
任
者
の　

植
木　

光
彦　
　
　

三
浦　
　

力　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
一
五

医
師
連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
留
米
医
師
連　

田
中
二
三
郎　

代
表
者
の
氏
名　

田
中
二
三
郎　
　
　

北
里　

誠
也　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
二
〇

盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

井
上　
　

治　
　
　

植
田　

省
吾　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
末
治
後
援　

近
藤　
　

甫　

代
表
者
の
氏
名　

近
藤　
　

甫　
　
　

近
藤　

正
一　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
一
六

会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
明
会　
　
　
　

宮
内　

秀
樹　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
古
賀
市
天　

福
岡
県
古
賀
市
天　
　

三
〇
、　

六
、　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

神
四
―
八
―
一　
　

神
四
―
八
―
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
川
ま
さ
は
る　

田
川　

正
治　

会
計
責
任
者
の　

鐘
江　

四
郎　
　
　

黒
坂　

庄
吉　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
二
六

後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
紫
医
師
連
盟　

石
橋　

正
彦　

会
計
責
任
者
の　

富
田　

義
之　
　
　

原　
　

邦
忠　
　
　
　

三
〇
、　

五
、
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
社
会
福　

小
川　

弘
毅　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
福
岡
市
早　

福
岡
県
春
日
市
一　
　

三
〇
、　

四
、　

一

祉
政
治
連
盟　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

良
区
原
一
―
一
一　

の
谷
一
―
一
―
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
八　

波
多
江
重　

―
三
〇
三
号
細
山　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

則
方
気
付　
　
　
　

田
晃
方
気
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
商
工
政　

城
戸
津
紀
雄　

会
計
責
任
者
の　

今
村　

修
二　
　
　

石
井　

和
彦　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

一

治
連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
商
工
政　

仲
野　

弘
尚　

代
表
者
の
氏
名　

仲
野　

弘
尚　
　
　

冨
金
原
健
三　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

一

治
連
盟
嘉
麻
市　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

野
見
山
利
三　
　
　

仲
野　

弘
尚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
商
工
政　

佐
藤　
　

剛　

代
表
者
の
氏
名　

佐
藤　
　

剛　
　
　

前
田　

哲
男　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

一

治
連
盟
筑
前
町　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

杉
谷　

武
浩　
　
　

佐
藤　
　

剛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
商
工
政　

髙
田　

市
郎　

代
表
者
の
氏
名　

髙
田　

市
郎　
　
　

髙
岡　

英
紀　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

一

治
連
盟
福
岡
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早
良
支
部　
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管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を　

公
職
の
種
類　

資
金
管
理
団
体
の　
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　
　
　
　
　
　

指
定
年
月
日

し
た
者
（
代　
　
　
　
　
　
　

名
称

表
者
）
の
氏　

名髙
山　

賢
二　

福
津
市
議
会　

高
山
け
ん
じ
後
援　

福
岡
県
福
津
市
勝
浦
三
五
三
六　
　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
一
四

　
　
　
　
　
　

議
員　
　
　
　

会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
永　

芳
行　

福
岡
県
議
会　

冨
永
よ
し
ゆ
き
後　

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
乙
犬
一
〇
二　

三
〇
、　

六
、
二
六

　
　
　
　
　
　

議
員　
　
　
　

援
会　
　
　
　
　
　

九
―
三　

ホ
ウ
シ
ュ
ウ
コ
ー
ポ
篠
栗
九
番　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

館
三
〇
二
号
室　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
上　

卓
哉　

田
川
市
議
会　

村
上
た
く
や
後
援　

福
岡
県
田
川
市
大
字
弓
削
田
五
一
三
―
二　

三
〇
、　

六
、
二
〇

　
　
　
　
　
　

議
員　
　
　
　

会

福
岡
県
商
工
政　

永
島　

勝
次　

代
表
者
の
氏
名　

永
島　

勝
次　
　
　

花
田　

省
蔵　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

一

治
連
盟
宗
像
市　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

福
原　

洋
二　
　
　

田
村　

政
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
農
政
連　

吉
村　

克
之　

会
計
責
任
者
の　

鬼
塚　

浩
一　
　
　

原
田　

正
成　
　
　
　

三
〇
、　

五
、
一
三

糸
島
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
像
薬
剤
師
連　

井
野　

博
文　

代
表
者
の
氏
名　

井
野　

博
文　
　
　

安
東
恵
津
子　
　
　
　

三
〇
、　

六
、　

二

盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

安
東
恵
津
子　
　
　

井
野　

博
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
川
山
門
医
師　

渡
辺　

和
彦　

代
表
者
の
氏
名　

渡
辺　

和
彦　
　
　

金
子　

壽
興　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
二
八

連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　
　

解
散
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名

上
田
重
光
後
援
会
（
設
立
届
出
年
月
日　

二
六
、
一
一
、
一
七
）　
　
　
　
　
　

村
上　

功
司　

三
〇
、　

六
、
一
八

江
崎
太
郎
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
﨑　

太
郎　

三
〇
、　

六
、
二
五

平
松
し
ゅ
う
い
ち
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
松　

秀
一　

三
〇
、　

六
、　

一

真
島
省
三
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
瀬　

英
史　

三
〇
、　

四
、
三
〇

三
嶋
ひ
で
ゆ
き
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
嶋　

栄
幸　

三
〇
、　

六
、
二
七

村
上
た
く
や
後
援
会
（
設
立
届
出
年
月
日　

二
六
、　

二
、
一
〇
）　
　
　
　
　

村
上　

卓
哉　

二
九
、
一
二
、
三
一

資
金
管
理
団　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

体
の
届
出
を　

資
金
管
理
団
体
の　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

し
た
者
の
氏　

名
称　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

宮
内　

實
生　

宮
内
實
生
後
援
会　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
遠
賀
郡
岡　

福
岡
県
遠
賀
郡
岡　

二
九
、　

四
、　

一

　
　
　
　
　
　

（
元
気
な
町
岡
垣　

の
所
在
地　
　
　

垣
町
大
字
波
津
七　

垣
町
公
園
通
り
三　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

を
つ
く
る
会
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
一
―
一　
　
　
　

―
一
―
三
四　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内　

秀
樹　

秀
明
会　
　
　
　
　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
古
賀
市
天　

福
岡
県
古
賀
市
天　

三
〇
、　

六
、　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

神
四
―
八
―
一　
　

神
四
―
八
―
五
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に
、　
　
　

　

を　
　
　
　

　

に
、　
　
　

　

同
表
福
岡
市
博
多
区
の
項
中

　

を　
　
　
　

　

に
、　
　
　

　

を　
　
　
　

　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

 

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

　

公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
（
昭
和
五
十
三
年
一
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

指
定
し
た
施
設
の
表
福
岡
市
東
区
の
項
中

　

を　
　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出　
　
　

資　

金　

管　

理　

団　

体　

の　

名　

称　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

取
消
年
月
日

を
し
た
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　

江
﨑　

太
郎　
　
　
　
　
　
　

江
崎
太
郎
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
二
五

三
嶋　

栄
幸　
　
　
　
　
　
　

三
嶋
ひ
で
ゆ
き
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
、　

六
、
二
七

村
上　

卓
哉　
　
　
　
　
　
　

村
上
た
く
や
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
九
、
一
二
、
三
一

東
公
園
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

馬
出
一
丁
目
七
番

城
浜
市
営
住
宅
一
四
棟
内
集
会
所

〃　

〃　

城
浜
団
地
一
四
番
一
〇
八
号

城
浜
市
営
住
宅
一
六
棟
内
集
会
所

〃　

〃　

城
浜
団
地
一
六
番
一
〇
八
号

東
公
園
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

馬
出
一
丁
目
七
番

馬
出
東
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

馬
出
一
丁
目
二
一
番
六
号

城
浜
市
営
住
宅
一
六
棟
集
会
所

〃　

〃　

城
浜
団
地
一
六
番

馬
出
東
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

馬
出
一
丁
目
二
一
番
六
号

堅
粕
団
地
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
館

〃　

〃　

吉
塚
八
丁
目
六
番
一
六
号�

六
高
市
営
住
宅
一
棟
集
会
所

〃　

〃　

吉
塚
七
丁
目
九
番

堅
粕
団
地
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
館

〃　

〃　

吉
塚
八
丁
目
六
番
一
六
号�

大
井
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

大
井
二
丁
目
一
一
番�

板
付
市
営
住
宅
五
棟
集
会
所

〃　

〃　

板
付
三
丁
目
五
番

板
付
市
営
住
宅
二
四
棟
集
会
所

〃　

〃　

〃　

二
六
番
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を　
　
　
　

　

に
改
め
る
。

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
七
号

　
　

事　

務　

局　
　

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
二
年
三
月
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
任
用
課
の
部
第
五
項
第
八
号
中
「
任
命
権
者
」
を
「
本
人
」
に
改
め
、
同
表
任
用
課
の
部

第
十
四
項
中
「
人
事
行
政
」
の
下
に
「
の
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
の
三
の
表
任
用
課
の
部
第
一
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に

、
「
扶
養
親
族
」
を
「
届
出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

に
、　
　
　

　

を　
　
　
　

　

に
、　
　
　

　

を　
　
　
　

　

に
、　
　
　

　

同
表
福
岡
市
南
区
の
項
中

　

を　
　
　
　

　

に
、　
　
　

　

同
表
福
岡
市
西
区
の
項
中

大
井
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

大
井
二
丁
目
一
一
番�

板
付
市
営
住
宅
一
三
棟
集
会
所

〃　

〃　

板
付
三
丁
目
一
三
番�

ニ
ュ
ー
堅
粕
市
営
住
宅
四
棟
集
会
所

〃　

〃　

堅
粕
一
丁
目
二
五
番
一
号�

板
付
市
営
住
宅
一
三
棟
集
会
所

〃　

〃　

板
付
三
丁
目
一
三
番�

新
和
町
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

親
和
町
一
丁
目
九
番

ニ
ュ
ー
堅
粕
市
営
住
宅
一
・
二
・
三
棟
集
会

所

〃　

〃　

堅
粕
二
丁
目
一
三
番�

新
和
町
市
営
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

親
和
町
一
丁
目
九
番

市
営
野
多
目
一
丁
目
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

野
多
目
一
丁
目
二
番

弥
永
市
営
住
宅
一
区
集
会
所

〃　

〃　

弥
永
団
地
六
三
番�

市
営
野
多
目
一
丁
目
住
宅
集
会
所

〃　

〃　

野
多
目
一
丁
目
二
番

福
重
市
営
住
宅
第
一
集
会
所

〃　

〃　

福
重
団
地
一
番

下
山
門
市
営
住
宅
五
棟
集
会
所

〃　

〃　

下
山
門
団
地
五
番�

福
重
市
営
住
宅
第
一
集
会
所

〃　

〃　

福
重
団
地
一
番

人
事
委
員
会

正
　
　
　
誤
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を に に
、 

に
、 

を 

を に に
、 

に
、 

を 

を 

を 

「 
五
十
二
の

債
権
差
押
通
知
書
（
電
子
債
権
記
録

三
十
一
条 

の
二

機
関
用
）

 

五
十
二
の

担
保
権
付
債
権
差
押
通
知
書

三
十
一
条 

三

 

」 
 

「 

五
十
七

差
押
通
知
書

三
十
一
条 

」 
 

「 

五
十
七

差
押
通
知
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
、

三
十
一
条 

そ
の
三
）

 

」 
 

「 

七
十
三
の

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
地

三
十
九
条
の 

二
の
四

方
法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長

二
の
三 

）
許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知 

書 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
有
価
証
券

三
十
九
条
の 

二
の
五

用
）

二
の
四

 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
振
替
国
債

三
十
九
条
の 

二
の
六

用
）

二
の
四 

七
十
三
の

証
明
書
（
供
託
物
還
付
請
求
用
）

三
十
九
条
の 

二
の
七

二
の
四 

」 
 

正 

「 

五
十
二
の

債
権
差
押
通
知
書
（
電
子
債
権
記
録

三
十
一
条 

の
二

機
関
用
）

三
十
一
条

 

五
十
二
の

担
保
権
付
債
権
差
押
通
知
書 

三

 

」 
 

「 

五
十
七

差
押
通
知
書

三
十
一
条 

」 
 

「 

五
十
七

差
押
通
知
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
、

三
十
一
条 

そ
の
三
）

 

」 
 

「 

七
十
三
の

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
地

三
十
九
条
の 

二
の
四

方
法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長

二
の
三 

）
許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知 

書 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
有
価
証
券

三
十
九
条
の 

二
の
五

用
）

二
の
四 

 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
振
替
国
債

三
十
九
条
の 

二
の
六

用
）

二
の
四 

 
七
十
三
の

証
明
書
（
供
託
物
還
付
請
求
用
）

三
十
九
条
の 

二
の
七

二
の
四 

」 

誤 
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に
、 

に
、 

を 

を 

「 

七
十
三
の

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
地

三
十
四
条
の 

二
の
四

方
法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長

六 

）
許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知

三
十
九
条
の 

書

二
の
三 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
有
価
証
券

三
十
四
条
の 

二
の
五

用
）

七 三
十
九
条
の 

二
の
四 

四
十
一
条
の 

三 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
振
替
国
債

三
十
四
条
の 

二
の
六

用
）

七 三
十
九
条
の 

二
の
四 

四
十
一
条
の 

三 

七
十
三
の

証
明
書
（
供
託
物
還
付
請
求
用
）

三
十
四
条
の 

二
の
七

七 三
十
九
条
の 

二
の
四 

四
十
一
条
の 

三 

」 
 

「 

七
十
五

個
人
事
業
税
課
税
標
準
額
分
割
通
知

四
十
一
条 

書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
） 

」 

「 

七
十
三
の

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
地

三
十
四
条
の 

二
の
四

方
法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長

六 

）
許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知

三
十
九
条
の 

書

二
の
三 

 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
有
価
証
券

三
十
四
条
の 

二
の
五

用
）

七 三
十
九
条
の 

二
の
四 

四
十
一
条
の 

三 

七
十
三
の

供
託
原
因
消
滅
証
明
書
（
振
替
国
債

三
十
四
条
の 

二
の
六

用
）

七 三
十
九
条
の 

二
の
四 

四
十
一
条
の 

三 

七
十
三
の

証
明
書
（
供
託
物
還
付
請
求
用
）

三
十
四
条
の 

二
の
六

七 三
十
九
条
の 

二
の
四 

四
十
一
条
の 

三 

」 

「 

七
十
五

個
人
事
業
税
課
税
標
準
額
分
割
通
知

四
十
一
条 

書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
） 

 

」 
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対
す
る
不
動
産
取
得
税
の 

に
、 

に
、 

 

「 

七
十
五

個
人
事
業
税
課
税
標
準
額
分
割
通
知

四
十
一
条 

書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
） 

七
十
五
の

個
人
事
業
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長
）

四
十
一
条
の 

二

許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知
書

二

 

」 
 

「 

八
十

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に

二
十
条
の
三
十

四
十
三
条
の 

減
額
申
告

二

三 

還
付
申
告

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条 

書

五

 

書

付
則
八
条
の
三

四
十
六
条
の 

八 

八
十
の
二

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
取
得

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶

三 

予
申
請
書

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

                                                          
 

 

「 

七
十
五

個
人
事
業
税
課
税
標
準
額
分
割
通
知

四
十
一
条 

書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
） 

個
人
事
業
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長
） 

七
十
五
の

許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知
書

四
十
一
条
の 

二

二 
 

」 

「 

八
十

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に

二
十
条
の
三
十

四
十
三
条
の 

対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
予
（
延
長

二

三 

）
許
可
（
不
許
可
）
減
額
申
請
書

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条 

還
付
申
告
書

五

四
十
六
条
の 

八
十
の
二

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
取
得

付
則
八
条
の
三

八 

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

予
申
請
書

三

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

二 

五
の
二

 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

 

五
の
四

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

四 

の
五

 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

五 

二
十
条
の
三
十

 

五
の
七

四
十
六
条
の 

付
則
八
条
の
四

六 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
（
取
消
）

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

の
二

通
知
書

四

七 
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を 

を 

 

十
一 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
（
取
消
）

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条

 
の
二

通
知
書

四

 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 
付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
通
知
書

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

の
三

四 二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

十 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

十
一 

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

五
の
四

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

二 

五
の
五

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

三 

五
の
六

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

四 

五
の
七

四
十
六
条
の 

付
則
八
条
の
四

五 四
十
六
条
の 

六 四
十
六
条
の 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
通
知
書

二
十
条
の
三
十

七 

の
三

四

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

十 

五
の
二

四
十
六
条
の 

二
十
条
の
三
十

十
一 

五
の
三

四
十
五
条 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

五 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 
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対
す
る
不
動
産
取
得
税
の 

 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

付
則
九
条

四
十
八
条
の 

二 

」

 

「 

八
十

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に

二
十
条
の
三
十

四
十
三
条
の 

減
額
申
告

二

三 
還
付
申
告

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条 

書

五 

書

 

八
十
の
二

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
取
得

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶

三 

予
申
請
書

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 

 

付
則
九
条

六 四
十
六
条
の 

七 四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

四
十
八
条
の 

二 

」 

「 

八
十

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の

二
十
条
の
三
十

四
十
三
条
の 

取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
減

二

三 

額
申
告
書

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条 

還
付
申
告
書

五

四
十
五
条 

八
十
の
二

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
取
得

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶

三

二 

予
申
請
書

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

七 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

十 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十
一 
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に
、 

に
、 

に
、 

四
十
六
条
の 

十
一 

四
十
七
条 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
（
取
消
）

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

の
二

通
知
書

四 二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 
二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

四
十
七
条 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
通
知
書

二
十
条
の
三
十

四
十
五
条 

の
三

四 二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

 

 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
（
取
消
）

二
十
条
の
三
十

四
十
七
条 

の
二

通
知
書

四

四
十
五
条 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

八
十
の
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
通
知
書

二
十
条
の
三
十

四
十
七
条 

の
三

四

四
十
五
条 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
二

二 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
三

三 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
四

四 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 
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を 

を 

 

五
の
五

五 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
六

六 

二
十
条
の
三
十

四
十
六
条
の 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

四
十
七
条 

付
則
九
条

四
十
八
条
の 

二 

」 
 

「 

八
十
二

（
削
除
） 

」 

 

五
の
七

七 

付
則
八
条
の
四

四
十
六
条
の 

十 四
十
六
条
の 

十
一 

四
十
七
条 

付
則
九
条

四
十
八
条
の 

二 

」 
 

「 

八
十
二

（
削
除
）

十
条 

」 


